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 （趣旨） 

第１条 この要綱は、千葉市土地区画整理事業の保留地処分に関する規則（昭和４６年千葉市規則

第４２号。以下「規則」という。）第４７条の規定に基づき、本市が行う土地区画整理事業の保

留地の売払いに係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（保留地の評価の方法） 

第２条 保留地の評価のために用いる資料は、２者が行った不動産鑑定評価とする。ただし、評価

額がおおむね１０，０００，０００円未満と見積もられる保留地の場合及び一般競争入札により

保留地を売払う場合は、１者の不動産鑑定評価で足りるものとする。 

２ 保留地を国又は他の地方公共団体に公共用の土地として処分する場合において、国又は当該地

方公共団体が土地評価基準を定めており、その土地評価基準により評価することが適正かつ妥当

であるときは、不動産鑑定評価を省略することができる。 

３ 面積がおおむね１００平方メートル未満であり、かつ、評価額がおおむね５，０００，０００

円未満である保留地の場合は、その評価は、不動産鑑定評価によらず、路線価、固定資産評価額、

近傍類地の地価公示価格、基準地価価格等を総合的に勘案して行うものとする。 

 

（抽選参加者の資格） 

第３条 規則第３条第２項に規定する抽選に参加することができない者の資格は、次に掲げるとお

りとする。 



（１）前年度の保留地の売払いの抽選の当選者で当選を辞退したもの 

（２）２以上の区画を重複して申し込んだ者 

（３）申込者に共有者がある場合、共有者が他の区画を申し込んでいる者 

（４）抽選の申込日に未成年者で申し込みについて親権者の同意を得ていないもの 

 

（抽選の周知） 

第４条 抽選の周知は、規則第５条の他に、必要に応じてちば市政だより、インターネット等を利

用して行うものとする。 

 

（抽選参加申込書の添付書類等） 

第５条 規則第６条第１項に規定する必要な書類（第３項において「添付書類」という。）は、次

に掲げるとおりとする。 

（１） 抽選参加申込書を提出する日に発行されてから３か月を経過していない住民票 

（２） 抽選参加申込書を提出する日に発行されてから３か月を経過していない印鑑証明書（共有

者がある場合にあっては、共有者全員の印鑑証明書を含む。） 

２ 規則第６条第１項の規定による抽選参加申込書の市長への提出は、規則第５条第１項３に規定

された受付期間に受付場所へ持参し、又は郵送することにより行うものとする。ただし、郵送の

場合にあっては、受付期間の最終日の消印があるものを有効とする。 

３ 市長は、抽選申込書及び添付書類に不備があるときは、補正、不足する書類の提出等を申込者

に求めるものとする。 

 

（抽選管理者等の職務） 

第６条 規則第８条第１項の抽選管理者（以下この条において「抽選管理者」という。）は、抽選

に係る事務を総括する。 

２ 規則第８条第１項の職務代理者は、抽選管理者に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

 

（当選者の決定の特例） 

第７条 抽選参加者が１人の区画については、その者を当選者とする。 

 

（補欠者の優先順位等） 

第８条 補欠者の優先順位は、くじにより決定する。 

２ 補欠者の優先順位は、書類により管理する。 

３ 市長は、補欠者に注意事項を周知する。 

４ 市長は、当選者が保留地売買契約を締結したときは、速やかに、補欠者にその旨を文書で通知

する。 

 

（当選の辞退等） 

第９条 当選者は、契約を締結する意思がないときは、当選辞退届（様式第１号）を市長に提出す

るものとする。 

２ 市長は、当選者が前項の当選辞退届を提出したときは、繰上当選通知書（様式２号）により補

欠者にその旨を通知する。 

３ 当選者の繰上げを行う期間については、市長が定める。 

 

（権利の譲渡） 

第１０条 当選者及び補欠者は、その権利を譲渡することはできない。 

 

（入札保証金の納付） 

第１１条 入札保証金の納付は、銀行その他の金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手の提

出をもって行う。ただし、現金で納付することもできるものとする。 

３ 抽選管理者は、抽選に従事する職員を指名することができる。 



 

（入札書） 

第１２条 規則第２０条第１項の入札書は、様式第３号によるものとする。 

 

（入札に関する条件違反） 

第１３条 規則第２３条第６号の規定による入札に関する条件違反となるのは、次に掲げる場合と

する。 

（１）入札保証金の額を超える額で入札したとき。 

（２）代理人となる者が委任状の提出を拒否したとき。 

 

（準用） 

第１４条 第４条、第５条及び第７条の規定は、入札について準用する。 

 

（随意契約の相手方の資格） 

第１５条 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者は、随意契約の相手方と

なることができない。 

 

（随意契約の添付書類） 

第１６条 第５条第１項の規定は、随意契約について準用する。 

 

（契約の内容等の公表） 

第１７条 市長は、契約を締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。 

（１）契約の相手方の氏名 

（２）契約の方法 

（３）契約を締結した日 

（４）契約金額 

２ 前項の公表は、次の各号のいずれかに該当する方法により行うものとする。 

（１）公衆の見やすい場所に掲示する方法 

（２）インターネットを利用して閲覧に供する方法 

 

（準用） 

第１８条 第１５条の規定は、契約保証金の納付について準用する。 

 

（売買代金の分割納付） 

第１９条 規則第３７条ただし書の規定により売買代金を分割納付することができる金額は、当該

随意契約による売買代金が１，０００，０００円を超えた額とし、その期間は２年以内に限るも

のとする。 

２ 規則第３７条前項ただし書の規定により分割納付しようとする者は、保留地売買代金分割納付

許可申請書（様式第４号）を提出して市長の許可を受けなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、許可するときは、保留地

売買代金分割納付許可書（様式第５号）を当該随意契約の相手方に交付するものとする。 

４ 第１項ただし書の規定により分割納付をする場合の利子の利率は、契約締結の日における日本

銀行法（平成 9年法律第 89号）第 15条第 1項第 1号の規定により定められる商業手形の基準割

引率に年 4パーセントの率を加算した率を年 7.3パーセントの率で除して得た率に、年 6パーセ

ントの率を乗じて得た率（当該率に 0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

以下、この条において「基準率」という。）とする。ただし、基準率が６パーセントを超える場

合には、年６パーセントとする。この場合において、利子に１００円未満の端数が生じたときは、

これを切り捨てるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、利子を免除する

ことができる。 

 



（連帯保証人） 

第２０条 前条第２項の規定により市長の許可を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えた連

帯保証人を１人以上たてなければならない。ただし、市長が必要ないと認めたときは、この限り

でない。 

（１）市内に、居住する者又は本店、支店若しくは事業所を有する法人であること。 

（２）契約者に代わって契約を履行し、又は契約について一切の損害を負担し得る能力を有する者

であること。 

 

（延滞金） 

第２１条 市長は、契約者が売買代金（分割納付の許可を受けた者は、分納金。次項において同じ。）

を納期限までに納付しないときは、督促状（様式第６号）により督促するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により督促した場合において、契約者が督促状により指定された納期限ま

でにその納付すべき売買代金を納付しないときは、当該納付金額にその納期限の翌日から納付の

日までの期間の日数に応じ、年１０.７５パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する金

額を延滞金として徴収する。 

３ 前項の規定により計算して得た延滞金に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる

ものとする。 

 

（地積差の精算） 

第２２条 規則第３８条第２項の精算は、同条第１項の地積と出来形確認測量により確定した地積

との差に保留地売買契約書に定める単価を乗じて得た額により市長と契約者との間で行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、前項の契約者が当該保留地を他人に譲渡した場合で、当該譲渡に係

る契約書に前項の清算は譲受人が行う旨記載した場合は、この限りでない。 

 

（売買代金未納時の保留地の使用） 

第２３条 規則第３９条ただし書の規定により保留地を使用する者は、保留地の使用に係る書類を

市長に提出するものとする。 

 

（権利譲渡時の周知事項） 

第２４条 契約者又はその包括承継人は、保留地の権利を譲渡するときは、当該土地区画整理事業

の目的及び関係諸法令の遵守を当該権利の譲渡を受ける者に周知する。 

 

（補則） 

第２５条 この要綱に定めるものほか、保留地の売払いの手続に関し必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年１０月１日から施行する。 

 


